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表７－８ (1) 作業部会での意見の概要と対応方針（第３回作業部会） 
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表７－８ (2) 作業部会での意見の概要と対応方針（第３回作業部会） 
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表７－８ (3) 作業部会での意見の概要と対応方針（第３回作業部会） 
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表７－８ (4) 作業部会での意見の概要と対応方針（第３回作業部会） 
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表７－９ (1) 作業部会での意見の概要と対応方針（第４回作業部会） 
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表７－９ (2) 作業部会での意見の概要と対応方針（第４回作業部会） 
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表７－９ (3) 作業部会での意見の概要と対応方針（第４回作業部会） 
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表７－９ (4) 作業部会での意見の概要と対応方針（第４回作業部会） 
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8. パブリックコメントの実施 

 

8.1 実施期間 

 

【パブリックコメント実施期間】 

   平成３０年１２月１７日（月）から平成３１年１月１７日（木）まで 

 

8.2 実施概要 

 

【担当部局】 環境市民部環境政策課 

 

【意見提出者】 １６人 

 

【意見件数】 １０７件 

 

【意見への対応】 

採  用 ： 意見に基づき原案を修正するもの       ６件 

       一部採用 ： 意見の一部に基づき原案を修正するもの    ７件 

不 採 用 ： 意見を原案に反映しないもの        ４２件 

記 載 済 ： 既に原案に盛り込まれているもの       ２件 

参  考 ： 原案に盛り込めないが今後参考とするもの   ４件 

そ の 他 ： ご質問・ご意見として伺うもの       ４６件 
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8.3 意見内容と対応 

    ・採用（一部採用含む。）した意見の要旨と検討内容 表８－１に示す。（一部抜粋） 

 

表８－１(1) 採用（一部採用含む。）した意見の要旨と検討内容（一部抜粋）（１/３） 

No. 意見の要旨 検討内容 

１  調整エリアは先行利用者との調整（合意形成）

や適切な環境保全措置を講じる必要性が高い領域

と定義されていますが、先行利用者の定義を明確

にしてください。先行利用者は調整レイヤーの種

類によって決まるものと思われますが、それぞれ

具体的に明示する必要があると思います。 

ご意見を踏まえ、風力発電ゾーニング計画書（以下

「計画書」という。）の目次裏に記載している【本計画

書で用いている主な用語の解説】に、次のとおり先行

利用者の解説を追記いたします。 

 

○「先行利用者とは、土地や海域を先行して利用・活

用している団体や個人等（所有者を含む）をいい、陸

上風力の場合は農林業関係者やその関連団体、洋上風

力の場合は漁業関係者や海運、マリンレジャー等の事

業者やその関連団体等が該当する。」 

 

 なお、土地や海域における先行利用の状況は、多岐

にわたるものと考えられることから、すべてを的確に

把握し具体的に明示することは困難と考えます。 

２ P.18表 10環境保全エリアの選定結果（２） 

回転時（稼動時）には不快感や圧迫感も出てくる

であろう。建てる前に、丁寧な説明が必要である。 

 ご意見の風力発電施設に伴う不快感等については、

個人の受容性による差があると言われていますが、風

力発電事業者による地域住民等との適切なコミュニケ

ーションは必要であると考えますので、３３ページ表

１６の一部を次のとおり修正します。 

 

○修正前「…実際の事業計画の検討や企画・立案に当

たっては、土地所有者との調整は事業者自らが個別に

行う必要がある。」 

 

○修正後「…実際の事業計画の検討や企画・立案に当

たっては、土地所有者との調整は事業者自らが個別に

行う必要がある。また、事業計画作成の初期段階から、

先行利用者や地域住民との適切なコミュニケーション

を図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施

するように努めなければならない。」 

３ ○該当ページ等 

P8図６、P9図７ 

○意見 

事業性の低いエリアを判断する風況データの適切

性が示されていない。事業性が低いと判断された

場所も全て「導入不可」とすべきではなく、詳細

調査の結果によっては事業性エリアとなり得るこ

とを付記すべき。 

○理由 

NEDO「局所風況マップ」による風況は、実測箇所

以外は推定値であり、実際の風況は実測によって

確認が必要である。 

 ゾーニングマップ等の検討において、広範囲に風況

調査を実施することは困難であることから、既存の公

開情報を活用しています。 

 本市のゾーニングは、市全域の陸域及び地先海域の

一定範囲を対象として、「環境保全エリア」、「調整エリ

ア（３段階）」及び「導入可能エリア」を決定するもの

です。 

 風況等の条件が一定の基準未満となり、事業性エリ

アとして抽出されなかった区域（事業性の低いエリア）

については、ゾーニングマップのエリア決定から除外

しないため、「環境保全エリア」に加えることとしてい

ましたが、そのことによって、風況等以外の環境配慮

情報の重なり度合いの表示を打ち消すことになってい

ましたので、ゾーニングマップ上でその両方を確認で

きるような表示方法に見直します。 

 なお、「事業性エリア」であるかどうかについては、

ゾーニングの最終評価（エリア区分）ではありません

ので、ご意見の補足説明は追加いたしません。 

 



資 - 301 

 

表８－１(2)  採用（一部採用含む。）した意見の要旨と検討内容（一部抜粋）（２/３） 

No. 意見の要旨 検討内容 

４ １ 景観資源 

（１）距離について 

環境保全エリアとして 800m、調整エリアとして

1200mを設定している。計画書 p28に高さ 140mの

風車を例に 800m、1200m の距離での合成写真が掲

載されている。景観・まちづくり・騒音の第４回

作業部会資料「環境配慮情報（作成レイヤー）」の

資-48に【5-9】景観資源の図があり、マクンベツ

湿原やはまなすの丘公園、戸田記念公園、黄金山

等が記載されている。例えばマクンベツ湿原を例

に考えると、周辺 800mの範囲には風車は立たない

が、これを越えて 1200m の範囲には立つ場合もあ

り、1200mを越えた周辺は建設 OKということにな

る。果たしてこの条件は受け入れられるであろう

か。1200m 離れていても大きいという印象を受け

る。文化財保護法の名勝地に指定されている黄金

山の場合、頂上から眺めた場合、周囲 360 度は丸

見えである。周辺 1200m を越えた所に風車が見え

る風景はどうであろうか。遠くから望む場合でも、

山と共に風車が見える風景は歓迎されるであろう

か。計画書 p26の表 13 「仰角（視覚）、距離の変

化に伴う見え方の変化」によると、高さ 140mの物

体の場合、800m離れると見える視角（仰角）は 10

〜12度で「眼いっぱいに大きくなり、圧迫感を受

けるようになる」と説明がある。1200m の大きさ

に見える視角は約 7 度で、表に 5〜６度が「景観

的にも大きな影響がある（構図を乱す）」と書かれ

ているので、明らかに景観的に影響がある角度に

なる。従って、景観資源からの距離は提案の条件

では不十分と考える。視角３度で「気になる」と

あるので、気にならない少なくとも３度未満にな

るようにすべきである（この時の距離は 2600m）。

これでも、1.5 〜2 度で「シルエットになってい

る場合にはよく見え、場合によっては景観的に気

になり出す」とあるので、夕方見た時に、残念な

風景に出会うことになる。是非、再考をお願いし

たい。 

 景観の受容性には個人差があると言われているた

め、風車の見え方に対する賛否を判断することは困難

と考えますが、ゾーニングマップ等の検討に当たって

は、科学的な根拠や知見に基づき、環境保全エリア及

び調整エリアを設定しています。 

 計画書では、最高到達高１７０メートルの風車を想

定し、景観資源から「圧迫感を受けるようになる。」

とされる仰角（視角）１０～１２度のうち、１２度の

距離８００メートルを環境保全エリア、その外側の

１,２００メートルまでの範囲を調整エリアに設定し

ていましたが、ご意見を踏まえ、「景観的にも大きな

影響がある（構図を乱す）。」とされる仰角（視角）５

～６度のうち、６度の距離約１,６００メートルまで

の範囲を調整エリアとします。 

 なお、この変更については景観資源のほか、離岸距

離、国定公園及び自然との触れ合い活動の場からの離

隔距離に適用いたします。 

 また、実際の見え方は、周辺の地形や自然、建造物

等を考慮する必要があり、具体的な検討は環境影響評

価等により行われるべきと考えますことから、ゾーニ

ング事業においては上記の見直しにとどめます。 

 

  



資 - 302 

表８－１(3)  採用（一部採用含む。）した意見の要旨と検討内容（一部抜粋）（３/３） 

No. 意見の要旨 検討内容 

５ １ 主要な眺望点 

（２）取りあげて欲しい眺望点 

景観資源にあげられている黄金山は眺望点に入れ

るべきではないか。濃昼峠も海を望む眺望は大切

にしたい。石狩方面から北上し厚田港を望める下

り坂からの眺望、「天海珈琲」からの眺望とその周

辺も守っていきたい。厚田の別荘地はそこからの

眺望が良いことに魅力を感じて購入した方ばかり

だと思われるので眺望点になるのでは。 

 ご意見等を踏まえ、次の「主要な眺望点」を追加し

ます。 

なお、厚田港を望む眺望点としては、道の駅石狩「あ

いろーど厚田」等を既に選定しています。 

また、個人が所有する建物や別荘地からの眺望につい

ては「主要な眺望点」といたしません。 

 

○１４ページ表７ 環境配慮情報の「5-10主要な眺望

点」として追加する地点 

・黄金山山頂 

・増毛山道眺望点 

・川下海浜公園 

・新送毛トンネル出口（北側） 

・濃昼山道眺望点 

６ ３ 福祉施設 

 計画書 p18 の福祉施設の備考欄に保育所等とあ

り、周囲 1200m は環境保全エリアとすることにな

っている。新港西の「食品急送」には事業所内保

育所があるので、この周辺 1200m は環境保全エリ

アとしてピンク色の円が描かれなければならな

い。しかし、p19の図９「環境保全エリア」と p37

の図 22「ゾーニングマップ（旧石狩市域 拡大）」

を見るとそのようになっていない。事業所内保育

所があることは、部会でも言及したが、反映され

ていないのはどのような理由によるのか。忘れて

いたのなら、追加で記載をお願いしたい。 

 新港西地区に設置されている事業所内保育施設から

１,２００メートルの範囲について、環境保全エリアに

追加します。 

７  ゾーニングマップ上の「導入可能エリア」の位

置が不鮮明（濃い色を使う） 

＊ユニバーサルデザインの観点からもご一考下さ

い。 

 ご意見を踏まえ、導入可能エリアの色合いを検討い

たします。 

８  P39 ゾーニングマップの活用の 4 行目に再生可

能エネルギーの拡大に寄与するよう努める。とあ

りますが、1P総論には～本市における再生可能エ

ネルギー施策を通じた、人とくらし、産業、自然

が調和した自律的かつ持続的な地域創生を推進す

るものである。とあります。市の施策は市民の暮

らしを守るためにあるものと思います。人に配慮

した文言を入れて下さい。 

 ご意見を踏まえ、計画書３９ページに、次のとおり

追記します。 

 

○最終段落「このような活用を通じて、本市における

人とくらし、産業、自然が調和した自立的かつ持続的

な地域社会の創造を図る。」 

９  北海道水資源の保全に関する条例による指定地

域は、レイヤーに含めてもよいのではないか。 

 北海道水資源の保全に関する条例に基づく水資源保

全地域は、水資源の保全のために特に適正な土地利用

の確保を図る必要があると認められる区域であるとさ

れていることから、ご意見を踏まえ、市内における水

資源保全地域を調整エリアとするレイヤーを作成しま

す。 

 

 

 


